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申　立　書
（変更届提出時期について）

人材開発支援助成金（人への投資促進コース）の変更届の提出時期につきまして、支給要領（R7.4.1）「07041 職業訓練実施計画変更届　(ﾊ) 変更届の特例的取り扱い」に規定されております、「（ｂ）OFF-JT に係る実施日時及び場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や事業主又は受講者の選択により任意に決定される場合」に該当します。そのため、申請書の提出までに変更届を提出いたしますので、これをお認めいただきたく、お願い申し上げます。

記
１．訓練実施機関：学校法人先端教育機構　事業構想大学院大学
２．受講訓練名　：事業構想大学院大学　事業構想修士
３．訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や事業主又は受講者の選択により任意に決定される理由
（１）訓練の受講科目は受講者全員一律ではなく、受講者本人が自由に選択することができること
　　　※必修科目とされている科目も受講時期、日時が一律でないこと
（２）履修登録は各科目8回開講するうち、第1回目の受講後に履修登録を行うルールになっていること
（３）第3回目の受講の開始前までであれば履修の取り消しが行えること
が定められているため、あらかじめ受講日時を確定することができません。

以上の理由により、支給申請書の提出までに変更届を提出いたしますので、これをお認めいただきたく、お願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　
